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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　��ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LHͷ$0� ʡݮ

毎 月 8 日 は
「信州地酒で乾杯の日」です

　平成27年12月17日「信州の地酒（※）普及促進・乾杯条例」
が施行されました。この乾杯条例は、酒造りに適した気候
風土のもと、銘酒が多く製造される信州において、県民が
正しい知識をもって個人の嗜好を尊重した地酒で乾杯する
ことを通じ、地域資源である地酒の一層の普及をすすめ、
地域の活性化を図ることを目指して制定されました。
　また、この乾杯条例に基づき平成28年12月８日に、毎
月８日は「信州地酒で乾杯の日」が制定されています。これ
は、８の字が乾杯の際の杯やグラスを重ね合わせる形を連
想させることから、毎月８日を「信州地酒で乾杯の日」とし
て、信州の地酒での乾杯促進と消費拡大を進めるために定
められたものです。
　まずは毎月８日の乾杯の日から、そして日々の乾杯も「信
州地酒で乾杯！」していきましょう。信州地酒のある食卓
を通じて、信州の豊かさを家族や仲間と共有しませんか。

※地酒：長野県で製造される清酒、ワイン、ビール、その他の酒類

長野県産業労働部  ものづくり振興課  日本酒・ワイン振興室
TEL 026-235-7126　FAX 026-235-7197　E-mail jizake@pref.nagano.lg.jp

URL http://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/

飲酒は20歳になってから／妊娠中や授乳期の飲酒は避けましょう／
飲酒運転は法律で禁止されています／お酒はおいしく適量を／飲んだあとはリサイクル
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	 全国発酵食品サミット
　　　　　in	NAGANOが開催されます
５	 தԝձインϑΥϝʔγϣン

８	 શதインϑΥϝʔγϣン

９	 ห࢜ޢの
	 「親族内承継３～個人事業主の承継～」
10	 ொଜのイνΦγʂࢢ
	 木曽町
12	 ҳす͔Βͣػ
	 株式会社広田製作所（須坂市）
	 久保田容器工業株式会社（松本市）

木曽町

ʪදࣸࢴਅʫޚባࢁのߚ༿の༷ࢠ
信ַࢁ。は木ીொのシンϘルとして定められていますࢁባޚ　
の人々ݩくから地ݹ、จ化があったり、木ીઅにもՎわれるڼ
にѪされているޚባࢁには、野に多くの২やಈたͪがੜ
ଉし、大ࣗવががります。例年̕月Լ०ࠒにはࢁۙから
৭き࢝め10月Լ०ࠒにかけてやかなߚ༿をָしΉことがग़
དྷます。ੋඇ木ીொおग़ֻけください。
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  （１） 「全国発酵食品サミット」とは

　今回で第11回目を迎える「全国発酵食品サミッ
ト」は、発酵をキーワードとしてまちづくりに取
り組む「全国発酵のまちづくりネットワーク協議
会」に加盟する自治体が中心となって全国各地で
開催されています。
　同会会長は東京農業大学名誉教授の小泉武夫氏
が務め、全国に発酵食品の魅力を広く発信してい
ます。過去には同会の事務局がある秋田県横手市
や、山梨県、東京・高島屋など様々な場所で開催

され、来場者は３万人を超える全国的にも注目さ
れているイベントです。
　サミットでは専門家による講演会やパネルディ
スカッションのほか、展示・セミナーを行う「発
酵の学校」、各地の発酵食品を中心とした「展示即
売会」など、多くの方に楽しんでいただける内容
となっています。今回は味噌や日本酒などの発酵
食品が多くある長野県で開催されることとなりま
した。
	

  （２） 長野県の発酵食品

　長野県は以前より機械部品製造を中心とした製
造業の就業者割合が最も高く、全国的に有名な企
業もあるなど製造業の盛んな地域でもあります。
その中で食品製造業は、製造業全体の出荷額・従
業員数に対して約１割を占めており、長野県の重
要な基盤産業の一つであることがわかります。
　その背景には、きれいな「水」や「空気」といった
長野県の豊かな自然環境があります。その環境を
活かした農産物が生産され、加工品にもつながっ
ています。また過去には、寒さ厳しい冬場の食糧
不足に備え、味噌や漬物をはじめとした長期保存

発酵・長寿ロゴマーク

ಛूɹશ߬ൃࠃ৯αϛοτ JO N"("NO͕։͞࠵Ε·͢

全国発酵食品サミット
in NAGANO
を開催します！！

　長野県では、今年の11月16日（金）から11月18日（日）までの３日間で、ホクト文化ホール・若里
公園・しあわせ信州食品開発センター（工業技術総合センター）をメイン会場として、「全国発酵食品
サミット	in	NAGANO」を開催します（主催：全国発酵食品サミット	in	NAGANO	実行委員会）。
　味噌や醤油、漬物、日本酒・ワインなどの長野県の伝統的な加工食品である「発酵食品」にスポッ
トをあてて、その魅力を県内外に広く発信していくイベントです。今回はその内容をご紹介します。

過去の発酵食品サミットの様子
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が可能な発酵食品を活用した食文化が発達してき
た経緯があります。
　その結果として、味噌（出荷額全国１位）、野菜
漬物（出荷額全国３位）、清酒（酒蔵数全国２位、
出荷量全国11位）、ワイン（ワイナリー数全国２位、
ワイン用ブドウの生産量全国１位）、チーズ（出荷
額全国４位）などの発酵食品は全国で有数の生産
地となっています。また、しょうゆ豆やすんき漬
けなど、長野県独自の発酵食文化も形成されてき
ました。
　全国的に見ると、食品製造業界は人口減少によ
る国内市場の縮小や人手不足、生産性向上など課
題も多くあります。また富裕層の増加による世界
の食市場の拡大や堅調なインバウンド需要を背景
とし、近年では食品の機能性に着目した健康食品
への関心が高まるなど、業界環境も大きく変化し
つつあります。
　県内食品製造業においても、高付加価値化によ
る国内シェアの獲得や海外市場への展開が求めら
れている状況下、長野県産業労働部が策定した「長
野県ものづくり産業振興戦略プラン」の「健康・医
療」分野の中でも必要性が提示されている「からだ
にやさしい食品」について、他産業との連携によ
る新たな価値の創出の指針として平成29年９月に
「食品製造業振興ビジョン」を策定しました。
　ビジョンでは、目指す姿を「長寿県NAGANOの
「からだに優しい食品」の創出・提供を核として、
国内外の食市場で優位性を確保する食品製造業の
実現」と定め、開発力やブランド力、マーケティ
ング力の向上に取り組むこととしています。

  （３） 「全国発酵食品サミット 
　　　　　　　　　　in NAGANO」

　「長野県食品製造業振興ビジョン」における取り
組みの内、発酵食品の本質的な価値を活用したブ
ランディング活動の一環として、この「全国発酵
食品サミット」を誘致しました。長野県では過去
に木曽町で第３回のサミットが開催された経緯が
ありますが、県全体としては初となります。
　今年５月には「全国発酵食品サミット	 in	
NAGANO」実行委員会を立ち上げました。長野県
の発酵食品業界の牽引役で、長野県食品製造業振
興ビジョン推進協議会会長でもあるマルコメ株式
会社の青木時男代表取締役社長が会長となり、長
野県をはじめとした自治体や経済団体を中心に構
成され、長野県全体で取り組むことが確認されま
した。
　また「全国発酵食品サミット」の開催にあたって
は、県内市町村とも連携し盛り上げています。毎
年開催されている上田市の「柳町発酵祭り」を、本
サミットのプレ大会と位置付け、サミットの宣伝
を行い、開催への機運を高めると共に、各地域の
発酵食品をより多くの方々に知ってもらう取り組
みを行ってきました。

ʕ ํੜ࿈ܞʹΑΔҬྗΞοϓͱྗڧͳൃ৴ ʕ
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　今回の「全国発酵食品サミット	in	NAGANO」で
は、過去のサミットにはない長野県独自のものも
含めた、以下のイベントの開催を予定しています。

　①基調講演／パネルディスカッション
　	　オープニングはホクト文化ホールを会場とし
て、全国発酵のまちづくりネットワーク協議会
の会長で、発酵学の第一人者である小泉武夫氏
の基調講演「発酵と長寿のやさしい関係」や、
SBCラジオ「武田徹のつれづれ散歩道」とタイ
アップして、武田徹氏や料理研究家の横山タカ
子氏など長野県内で発酵・長寿食に関わってい
る専門家を交えた食について考えるパネルディ
スカッションを開催します。

　②「発酵の学校」
　	　多くの方の来場が予想される土曜日と日曜日
には、「発酵の世界を身近に体験しよう」をテー
マに、発酵の仕組みや世界の発酵食などに関す
る展示や、「発酵王国NAGANO」を全国へ発信
するため、県内の発酵食品メーカーの商品開発
担当者や大学の教授などの協力のもと、発酵・
長寿食品に関するセミナーを実施します。
　	　また味噌を愛し、味噌の素晴らしさを伝える
ため、味噌仕込み教室や味噌サロンなどのイベ
ントを主催している「ミソガール」の藤本智子さ
んを迎え、今話題の新感覚みそスープ「みそま
る」づくり講座を開催します。

　③展示即売会
　	　若里公園を会場として、「味噌」「醤油」「日本
酒」「ワイン」「シードル」「乳製品」「パン」「漬物」
といった信州を代表する発酵食品や、「凍り豆
腐」「寒天」といった信州の自然を活かして作ら
れてきた食品に加え、全国発酵のまちづくり
ネットワーク協議会会員を中心に全国各地の発
酵食品などをPR・販売する「信州発酵・長寿マ
ルシェ」を開催します。九州、沖縄など遠方か
らの出展も予定しており、試食・試飲・お買い
物をしながら発酵食品を楽しんでいただきます。

　
　④甘酒鑑評会
　	　全国有数の酒蔵や味噌製造業者を有する長野
県の独自の取り組みとして、全国初となる甘酒
鑑評会を開催します。県内業者から数百点の商
品を募集し、サミットまでに専門家による審査
で数点に絞り、その後サミット本番で一般投票
によるグランプリを決定します。「飲む点滴」と
も形容され、全国的に注目度も高まっている
様々な甘酒を楽しんでいただけます。

　その他にも、長野駅周辺の飲食店とのコラボ企
画など、ご来場いただいた多くの方に楽しんでい
ただけるように様々なイベントの開催を予定して
おります。全３日間のサミットで県内外の皆様に、
長寿県NAGANOの伝統的な発酵食品の魅力を
知ってもらうとともに、その後の長野県の食品産
業界発展のため継続した支援に取り組んでいきま
す。
　全国発酵食品サミット	 in	NAGANOの開催ま
で、あと２か月余りとなりました。多くの方のご
来場をお待ちしています。
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通常総会及びまちづくり研究会を開催
  ～長野県商店街振興組合連合会～

　６月25日、長野市「ホテルメトロポリタン長野」にて、平成30年度通常総会が荒井武志長
野県議会環境産業観光委員長をはじめ、ご来賓多数ご臨席のもと開催されました。
　阿部眞一理事長の挨拶では「全国商店街振興組合連合会が創立50周年を迎え、地域での商
店街のあり方を見直す時期に来ている。各種事業を通して地域コミュニティの担い手である
商店街を支援していきたい」と話されました。
　議案審議に先立ち長野県知事表彰受賞会員への顕彰が行われ、阿部理事長より早川房義同
連合会副理事長へ褒状が手渡され、早川氏は受賞の喜びと感謝を述べられました。
　総会では提出議案すべて可決承認され、任期満了に伴う役員改選では阿部理事長が再任さ
れました。
　総会後のまちづくり研究会では、立教大学観光学部の東徹教授から「観光とまちづくり～
観光から見た地域振興のあり方～」をテーマに
ご講演いただき、「自分たちの生活する地域に
誇りを持つからこそ、観光客をもてなして迎え
入れることができる」と地域に対するプライド
を持つことの重要性をお話しいただきました。
　会場を移しての交流懇親会では、和やかな雰
囲気の中で会員が相互に交流を図りました。

（一財）長野県科学振興会から感謝状が贈呈されました
　７月28日、長野市「JA長野県ビル」
会議室において、一般財団法人長野県
科学振興会創立60周年記念式典が開催
されました。
　式典では、長野県内の科学振興を目
的とした趣旨に賛同して寄付金を寄せ
た企業・団体へ原山隆一理事長から感
謝状が贈呈されました。
　また、会場を移して行われた記念講演会では、「教えて油井さん！宇宙の不思議」と題して、
宇宙飛行士の油井亀美也氏が宇宙の不思議を会場に集まった小中学生に説明していました。
質問も多く出されて大変有意義な60周年の催事となりました。

感謝状贈呈企業・団体

NiKKi	Fron株 式 会 社 株 式 会 社 中 嶋 製 作 所

株 式 会 社 ヒ ー テ ッ ク 株式会社サンジュニア

信幸金属工業株式会社 協同組合長野県商工振興会

長野県中小企業団体中央会
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長野駅周辺の各組合が
長野びんずるに合わせたイベントを開催

　8月上旬、長野市内の夏を彩る「長野びんずる」に合わせて、長野駅前の各所でイベントが
開催されました。連日猛暑日が続く中、活気に溢れた各会場の様子です。各組合で特徴ある
催しを企画し、集客に工夫を凝らしていました。

南石堂町商店街振興組合
　８月２・３日と２日間にわたり組合が運営する駐車場
を900席のビアガーデンとして開放し、「蟻の市」が開催
されました。昭和31年に蟻の市の前身となる「ユーモア
せり市」が開催されてから、今年で63回目を迎える「蟻の
市」は長野駅前の夏の風物詩として定着しています。
　特設ステージでは、バーテンダーがアクロバットにカ
クテルを作るフレアショーなど様々なパフォーマンスが
披露され会場を沸かせていました。
　AC長野パルセイロやフットサルチームのボアルース
長野の選手との触れ合いや、子供も楽しめる「蟻んこ村」の開催等多くのアトラクションで来
場者を楽しませていました。

長野駅東口商店街協同組合
　8月３・４日と２日間にわたり開催された「東口ゆめり
あ祭り」は、長野駅東口のユメリア北中通り一帯で開催
されました。ユメリア北中通りが歩行者天国となり、路
上でビアガーデンを楽しむことができるとあって、住民
や会社帰りのサラリーマンなど多くの方で賑わっていま
した。特設されたステージでは、日本舞踊やベリーダン
ス、ゴスペルの演奏など様々な演目が披露されていまし
た。
　今年で11回目となった「東口ゆめりあ祭り」も、年々知
名度を上げており、長野駅東口のにぎわいを創り出しています。

協同組合長野駅前商店会
　８月３・４日と２日間にわたり開催された「サマー
フェスティバル2018」は、ちとせ公園を中心に開催され
ました。ちとせ公園内には所狭しとテーブルが並べられ、
ステージではバンド演奏が行われており、ジャジーな音
色が響くオトナな夜を演出していました。
　また、子供向けのアクティブキッズパークを設置し、
大人だけでなく子供たちも楽しめるよう工夫が凝らされ
ていました。
　ジャズinちとせから今年で30周年の節目とあり、会場
は大いに盛り上がりました。

提灯の並ぶ「蟻の市」のテント内

ビアガーデンを楽しむ来場者

観客でにぎわうちとせ公園
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

検定試験を受けて
組合士になろう！！

信用保証協会経営セミナーを開催します
　信州大学経営大学院と共催で中小企業の皆さまや関係機関の皆さまを対象とした「信用保証協会経営セミ
ナー」を以下の日程で開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。

会　　場 開　催　日　時 定　員 参加費
安曇野スイス村サンモリッツ	中ホール
（長野県安曇野市豊科南穂高3800-1）

平成30年10月3日（水）
14:00 ～ 16:30（受付開始13:30）

100名 無料

◆講演　「大人気！世界中のスキーヤーに愛される野沢温泉」
　　　　　講師：合資会社酒屋旅館 代表社員
　　　　　　　　　野沢温泉観光協会 インバウンド部会 部会長　森 晃 氏
◆オープンディスカッション　
　　　　　合資会社酒屋旅館 代表社員　野沢温泉観光協会 インバウンド部会 部会長　森 晃 氏
　　　　　信州大学経営大学院  教授　鈴木 智弘 氏

主　　催：長野県信用保証協会・信州大学経営大学院
後　　援：長野県・長野県経営者協会・長野県中小企業団体中央会・長野県商工会議所連合会・長野県商工会連合会
　　　　　長野県中小企業振興センター・安曇野市・安曇野市商工会・長野県中小企業家同友会
申込方法：ホームページ（https://www.nagano-cgc.or.jp）に掲載しているセミナーチラシを印刷の上、必要事項をご記入いただきFAXで

お申し込みいただくか、E-mailに必要事項を入力の上、送信してください。定員になり次第締め切りとさせていただきます。
・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・

・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・

TEL:026-217-7114　FAX:026-237-3980　E-mail：kikaku-joho@nagano-cgc.or.jp

総務部企画情報課おਃしࠐΈ
おい合わせ

　　༰
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全 中 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

●��６つの専門委員会にて第70回中小企業団体全国大会決議案を審議
　全国中央会では、８月２日～９日にかけて、商業、金融、税制、労働、工業、総合の分野
別に６つの専門委員会を開催しました。委員会では各分野における施策について中小企業庁
および厚生労働省からご講話いただいたほか、各都道府県中央会および全国団体から提出さ
れた各種要望に基づき、第70回中小企業団体全国大会に向けた決議事項の審議を行いました。

　今年度の決議案は、中小・小規模事業者が通面しているさまざまな課題の解決を目的として、
「Ⅰ．経済の好循環を実感できる中小企業・小規模事業者の生産性向上支援等の強化」、「Ⅱ．
地域活性化を担う中小企業・小規模事
業者に対する支援の拡充」、「Ⅲ．震災
復旧・復興支援、豪雨等による災害対
策の拡充」、「Ⅳ．中小企業・小規模事
業者の積極的な事業活動を支える環境
整備」の４つを柱に以下の16項目につい
て、決議を行うこととしています。
　本決議案は、８月29日の特別委員会
において決定します。

य़日業ઐҕһ長 ྛ中小企業ிऔҾ՝長

Ⅰ	．経済の好循環を実感できる中小企業・小
規模事業者の生産性向上支援等の強化
　１．中小企業・小規模事業者対策の加速化
　２	．生産性向上・経営力強化に対する支援
の拡充

　３．事業承継・後継者育成への支援の拡充
　４	．中小企業組合・中央会等に対する支援
の拡充

Ⅲ	．震災復旧・復興支援、豪雨等による災害
対策の拡充
　１		．震災、豪雨災害に対する復旧・復興の
更なる推進

　２	．福島の復興・創生に向けたきめ細かな
対策の実施

　３	．地域の防災・減災対策の強化と国土強
靱化の推進

Ⅱ		．地域活性化を担う中小企業・小規模事業
者に対する支援の拡充
　１．官公需対策の強力な推進
　２．海外展開に対する支援の拡充
　３	．まちづくりの推進、中心市街地の再生
支援

Ⅳ	．中小企業・小規模事業者の積極的な事業
活動を支える環境整備
　１．中小企業金融施策の拡充
　２．中小企業・組合税制の拡充
　３．中小製造業等の持続的発展の推進
　４	．卸売・小売業、サービス業、流通・物
流業に対する支援の拡充

　５．中小企業の実態に応じた独禁法の執行
　６	．中小企業の実態を踏まえた労働・雇用・
社会保障対策の推進
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１　はじめに
　�　前々回のコラムでは、自社株式を集中させる必要性や方
法を中心に、親族内承継の具体的内容について取り上げま
した。
　�　会社であれば、株式の移転によって、その経営や資産が
原則として承継されることとなります。しかし、個人事業
主の場合は、個人が営む事業や事業用資産等を個々に承継
する必要があります。そこで、今回のコラムでは、個人事
業主の承継についてお話したいと思います。

２　個人事業主の事業承継の特徴
　�　会社であれば、その事業は会社が営み、事業用資産は会
社名で保有することとなります。そのため、事業の経営や
会社保有の資産はすべて株式に包含され、株式の移転に
よって、その経営や資産が、原則として包括的に承継され
ます。
　�　しかし、個人事業主の場合は、その事業主が個人で事業
を営み、事業用資産である機械設備や不動産は個人名で所
有する等しています。また、その個人の信用や能力によっ
て、開拓や維持をしてきた取引先や顧客等との間で多くの
契約関係を有しています。従って、個人事業主の事業承継
の場合、個人が営む事業を引き継ぐとともに、個人が所有
等している事業用資産や契約関係を個々に承継する必要が
あります。
　�　個人事業主の事業承継においては、形式的に「廃業届」
や「開業届」を提出するにとどまらず、上記の所有関係・
契約関係の承継が不可欠となり、そうした意味で、「人（経
営）の承継」とともに「資産の承継」が課題となる点に特
徴があるとされています。
　　
３　親族内承継の課題と対応
　⑴　人（経営）の承継
　　�　事業承継ガイドラインによれば、個人事業主の場合は、
親族内承継が約９割を占め、会社形態での事業承継と比
較すると親族内承継の割合が著しく高いことが認められ
ます。そのうち「子」を後継者とする承継が圧倒的多数
を占めています。

　　�　このような実態を踏まえると、個人事業主の場合は、
早期に「親族内」の後継者を確保することが重要であり、
後継者候補が「事業を承継したい」と思えるような経営
状態を確保することが不可欠です。

　⑵　資産の承継
　　�　個人事業主の場合は、機械設備や不動産等の事業用資
産を現経営者個人が所有していることが多いため、個々

の資産を後継者に承継する必要があります。個々の資産
の承継の方法は、法律的に、売買、贈与、相続といった
法律原因によりなされますが、現経営者が死亡し、法定
相続人（例えば子供）が事業を承継するために資産を承
継する場合は、相続となりますし、法定相続人に生前に
資産を承継したければ、贈与となる場合が多いと思いま
す。第三者に資産を承継するには、贈与か売買になります。

　　�　事業承継における資産の承継は、単なる事業用財産の
譲渡ではなく、有機的一体となって機能する財産を譲渡
することを意味するため、商法における「営業譲渡」と
して位置づけられ、その法的規制を念頭に置く必要があ
ります。例えば、営業譲渡の日から20年間、同一の市町
村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内において
同一の営業を行うことは禁止されますし（商法16条１
項）、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、
その譲受人も譲渡人の営業によって生じた債務を弁済す
る責任を負います（商法17条１項）。

　　�　また、事業用資産の承継にあたっては、親族内承継が
大半を占めていることから、上記のとおり、相続・贈与
による場合が多いと考えられるため、相続税・贈与税の
負担への配慮をする必要があります。遺留分に配慮した
生前贈与による早期の承継や遺言（公正証書による遺言
によるべきでしょう。）、小規模宅地特例の活用等の対策
を検討することが重要となります。

　⑶�　知的資産の承継
　　�　「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネッ
トワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企
業の競争力の源泉となるものとされています。個人事業
主においても、事業の強みの源泉である知的資産を承継
することは、極めて重要です。個人事業主の場合、事業
遂行に必要な許認可等を後継者が取得し直したり、取引
先等との契約関係を引き継いだりする必要があります。
事業承継の準備段階から専門家や支援機関の助言を得て、
後継者による許認可等の取得に向けた準備を行っておく
ことが、円滑な事業承継の観点からも有益となります。

　⑷�　後継者人材バンク
　　�　後継者不在の小規模事業者（主として個人事業主）の
承継を支援するために設けられた国の制度として後継者
人材バンクがあります。

　　�　後継者人材バンクの事業は、後継者のいない小規模事
業者と創業を志す個人起業家をマッチングし、地域に必
要な事業を存続させ、意欲ある起業家の創業も支援する
取り組みです。具体的には、小規模事業者が保有する店
舗や機械装置等事業用資産、また、小規模事業者の経営
理念や蓄積されたノウハウ・技術等を起業家に引き継が
せるとともに、地域の顧客や仕入れ先、取引金融機関等
との顔つなぎもあわせて行うこととされています。

　　�　後継者人材バンクは、有形・無形の経営資源を引き継
ぐため、ゼロから起業する場合に比べて、大幅に創業リ
スクを低減させることができるという特徴を有していま
す。

　
４　おわりに
　�　以上のとおり、個人事業主の事業承継の場合も、法務分
野、税務分野の知識が必要となることは、会社の場合と異
なりませんから、円滑な事業承継をするためにも、事業承
継の準備段階から、専門家や支援機関の助言を得て、早め
の対策を行っておくことが求められます。

親族内承継３
～個人事業主の承継～

弁護士　山　崎　秀　隆（松本市）

ห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢの
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日本のふるさと　豊かな水と緑あふるる故郷　木曽町
　木曽町は長野県の南西部に位置し、県内町村で最大の面積を誇り、その90％を山林が占める緑豊かな
山間の町です。西に木曽御嶽山、東には中央アルプス木曽駒ケ岳がそびえています。町の中央には木曽
川が流れ、その流れに沿って国道19号とJR中央本線が走っています。木曽町全体としては、夏と冬、昼
と夜の寒暖の差が大きい内陸性気候で、四季折々の自然風景が人々の暮らしや生活環境を支えています。
　食文化では2つの酒蔵と1つの味噌蔵を有する発酵の町であり、特に無塩で赤カブの葉を乳酸菌発酵さ
せた「すんき」は他地域に類を見ない健康食品であり、近年全国から注目を集めています。
　4地域それぞれに特色のある祭りや文化が残っています。

○中山道の宿場町　木曽福島地域
　関所跡や代官屋敷をはじめ昔の町並みの名残があちら
こちらに見られます。木曽町最大のお祭りである「みこ
しまくり」は天下の奇祭とも言われる通り、2日間かけ
て最後には白木で作られた大神輿を壊してしまいます。

○木曽義仲旗挙の地　日義地域
　旧中山道の中間地点にあたる日義地域は、古くから街
道を行き交う多くの人々を見守ってきました。木曽義仲
の旗挙の地としても知られ、その名前も朝日将軍木曽義
仲にちなんで日義と名付けられました。毎年夏に開催さ
れる旗挙げ祭りには多くの人が参加し、松明で照らされ

た「らっぽしょ」行列と武者行列が町内を行進する光景は壮観です。

○高原の広がる木曽馬の故郷　開田高原地域
　標高1,100mを越える高地にある開田高原地域は、他
の地域に先んじて「日本で最も美しい村連合」に加盟
した白樺の立ち並ぶ景観美しい高原です。日本の在来
馬である木曽馬の保全に取り組んでおり、道沿いに木
曽馬が見える風景を目指しています。最近では冷涼な
高地にある特性を活かして健康増進に力を入れていま
す。

○御嶽山に育まれた山麓の里　三岳地域
　古くから人々の信仰を集める御嶽山の山麓に広がる
三岳地域は、地域の各所から雄大な御嶽山を眺めるこ
とができます。初夏に御嶽神社例大祭にあわせて開催
される三岳夏祭りでは、重さ600kgもある大樽神輿が
広場を練り歩き壮観です。また東京大学の天文台が置
かれ、研究者に貴重な観測を提供する基地となってお
り、晴れた日に見える天の川は一度見ると忘れられな
い絶景です。

信州ならではの特色ある市町村のイチオシをご紹介します。

木ીொষ
（平成17年11月1日制定）

木ીொのシンϘル
「ࢁባޚ」

Kiso Town

木 曽 町
市町村の

イチオシ！

第６回

水無神社例大祭　みこしまくり

木曽馬と御嶽山

　木曽町は、発酵食品の振興を通
じて健康づくりと農林業の振興に
取り組んでいます。また今年で2
回目となる創業ゼミを行い意欲の
ある人材の育成に力を入れていま
す。日本のふるさととして心地よ
さを感じていただけます。 木曽町長

ਔஉٱ　ݪ
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　7月に開催された名古屋場所を13勝2敗で幕内初優勝を飾った御嶽海関。
2014年の御嶽山噴火災害以降、木曽を訪れる観光客数が伸び悩む中で、長
野県の上松町出身力士として目覚ましい活躍をみせる御嶽海関に、応援する
地元の木曽郡上松町を含んだ木曽一帯も盛り上がりをみせています。
　木曽福島駅を降りてすぐの商店街の店先には、御嶽海関の優勝を祝うポス
ターが数多く設置され、隣の上松駅前でも、街中のいたるところに優勝祝い
のポスターが張られ、上松町役場には、御嶽海関を応援する懸垂幕が掲げら
れていました。地元商店街では、優勝にあやかった売り出しの実施や優勝記
念セールが開催され、木曽をあげて初優勝をお祝いしていました。
　スピード出世を果たす御嶽海関の活躍により、木曽の地域住民に活気をも
たらし様々な経済効果も生まれています。
　初優勝を果たした名古屋場所は木曽から近いこともあり、旅行会社が企画
した応援バスツアーは予約受付と同時に即完売となるほどの人気ぶりで、今
まで相撲に縁のなかった人も、相撲に興味を持つようになっています。
　また、御嶽海関の活躍によって相撲への関心が高まっていることから、木
曽での相撲環境の整備も進んでいます。
　昭和53年のやまびこ国体の際に建設した土俵も、土俵を覆う天井のシートが破れてしまうなどの経年

劣化が目立っていたため、近年取り壊しの意見も
出されていました。しかし、御嶽海関が幕下で上
位に食い込む活躍を見せると、木曽のシンボルと
して土俵を残そうという機運が高まり、修繕され
ることになりました。修繕された「木曽町民相撲場」
は、現在も小中学生の相撲大会の会場として使用
され、地元の子供たちも数多く出場しています。
　今年の3月には、御嶽海関の母校である木曽青峰
高等学校に相撲場が整備され、土俵開きには御嶽
海関も駆けつけて完成を祝いました。総工費2,000
万円のほとんどが寄付で賄われ、卒業生はもちろ
ん、県内外の御
嶽海関を応援す

る有志からも多くの寄付が寄せられました。
　今回お話をお聞きした本会の重野信孝木曽支部長は、「木曽は、昔
から相撲の盛んな地域だったが、御嶽海関の活躍によって更に相撲へ
の注目度があがっている。私も相撲観戦がライフワークとなっており、
相撲中継を楽しみにしている。御嶽海関にはまずは大関を目指して、
来場所を戦ってほしい。そして、その上も目指してもらいたい」と今
後の活躍を期待されていました。
　御嶽海関の活躍と相まって、盛り上がる木曽地域。ぜひ一度足を運
んでみてはいかがでしょうか。

懸垂幕のかかる上松町役場

街中に貼られる優勝記念ポスター

御嶽海関の飾り皿を持つ重野木曽支部長

御嶽海関の活躍と
　木曽の盛り上がり
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自社製品とOEM/ODMの二本立てで、
組み込み電子機器製品の開発・製造・販売を手がける。
ೋͷۀଶసΛݧܦ

　「売上げが３分
の１になったリー
マンショック後、
まったく違う会社
といっていいほど
の業態転換を図り
ました」
　広田製作所は、
組み込み電子機器製品の開発・製造から販売まで
行うメーカー。独自のHDD/SSD用各種評価装置
の設計・開発・製造と、OEM/ODMによる電子
機器・メカトロニクス製品の開発・試作・評価・
量産の二本立てが同社の大きな特徴です。
　広田文雄社長が話す同社の大きな「業態転換」
はそれ以前にも経験しています。
　明治、大正と隆盛を極めた日本の製糸業の一翼
を担った須坂市で、広田家は生糸の仲買商として
大成功を収めました。その後、製糸産業が衰退。
戦中工場疎開していた富士通の協力会社として
1958（昭和33）年に同社を設立し、生糸から精
密工業へと最初の業態転換を図りました。2000
年前後まで、コンピュータ記憶装置部品および関
連機器、試験設備や製造設備の開発・製造を担い、
高い技術力で大きな信頼を得てきました。
　ところが富士通のものづくり事業の移転、そし
てリーマンショックが同社を襲います。それを機
に、培ってきた開発・製造技術をより多くのセッ
トメーカーに売ろうと自社製品化。さらにさまざ
まなメーカーへのOEM/ODMを推進し、車載用
クレーン制御ユニット、信号機の車両感知装置な
ど、多彩な製品分野で開発から評価・量産まで手
がけています。

ଟ࠼ͳͷͮ͘ΓʹରԠ

　「国内外の記憶装置
メーカーやセットメー
カー各社に当社のHDD
評価試験システムを
使ってもらっています」
　同社ではものづくり

補助金（平成24年度補
正）を活用し、SSDの
新しい通信プロトコル
に対応したSSD評価試験機器を開発。ハードウェ
アおよびソフトウェアの改良で、データを読み書
きする速さの試験時間を大幅に短縮しました。「補
助金を戦略的かつ有効に活用することで、ものづ
くり体制を確立できました」
　平成25年度補正補助金では、大容量磁気ディス
クの高速/高品質データコピー技術を開発。コピー
システムの販売と、大容量磁気ディスク装置の
データコピー請負の事業化を目指しています。
　かつて親会社一社の要求に応えてものづくりを
行っていた会社から、苦境を機に、品質保証まで
できる自社の技術を活かして多彩なものづくりに
対応する会社へと転換を図った同社。「現在、売
上げ構成はHDD/SSD関連が３割、OEM/ODMが

６割といったと
ころ。今後さら
にOEM/ODMを
増やしていきた
い」と広田社長。
独自路線をさら
に極めていく考
えです。

ʣࢢࡔॴʢਢ࡞ాձࣾࣜג

株式会社広田製作所
　　ද　දऔక社長　ాจ༤
　　業　1958（ত33）年11月
資 ຊ ۚ　1000ສԁ
ຊ　　社　ਢࢢࡔ大字小Տ13-�395ݪ
　　　　　TEL.026-2�5-1212　FAX.026-2�8-297�
・։発・ܭஔのઃݧࢼ業༰　 )%%/44%༻֤छࣄ

製造、)%%/44%֤छιリϡーシϣンサー
ビス、֤छిثػࢠ製おΑͼϝカτϩχ
クス製の։発・ઃܭ・製造

車載用クレーン制御ユニット（OEM/ODM）の組立

HDD用評価装置

大容量磁気ディスクの高速・高品質データコピー

開発・設計風景
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৯༻ʹಛԽ͠؈ͷ࠶ੜख͕͚Δ

　18リットル缶
は、一斗缶、石
油缶とも呼ば
れ、石油や塗料、
食品原料などを
入れる古くから
なじみ深い鉄製
の容器。使い終
わった容器は回
収され、鉄として再生利用されたり、再生缶とし
てリサイクルされています。
　久保田容器工業は1963年、18リットル缶の再
生事業で創業。後に国産および輸入のドラム缶の
再生、各種スチール缶および板金プレス製品の製
造を手がけ、業務用発泡スチロール容器なども
扱っています。
　同社の特徴は、18リットル缶、ドラム缶ともに、
食品原料用途に使われた缶の再生に特化している
こと。そして、海外のドラム缶の再生も手がけて
いること。海外のドラム缶は日本製と違って板厚
が薄く、サイズもまちまちで再生しづらいため、
他社はほとんど行っていません。
　再生缶は食品関係から産業廃棄物まで、さまざ
まな内容物の輸送・保管への利用が可能。価格の
安さはもとより、資源リサイクルと環境への配慮
に合致した商品として需要が高まっています。
　集荷・配送をすべて自社の専用トラックで行う
輸送力も同社の大きな強み。日本のほぼ中心にあ
る松本の立地を活かし、４トン車６台を含む19台
が全国の顧客を効率良く回っています。

ʹΊΔͨΊߴணྗΛݻృͷ࠶

　「使用済みの缶は
ひとつひとつ違う
ため、再生加工の
自動化が困難。人
の目で見て判断す
るので、どうして
も人の介在が多く
なってしまいます」

と久保田修社長。
　とはいえ同社
では、高機能整
形金型と独自駆
動プレス機械の開発に主眼を置いたラインの再構
築を行い（ものづくり補助金採択）、より高速化・
省力化を図り低価格ニーズに応えています。
　一方、食品関連に使用されることが多い再生ド
ラム缶の問題は、現状のドラム缶に塗料を上塗り
するため、塗膜片がはがれ食品に混入する恐れが
あること。特に海外のドラム缶は塗料の品質も劣
化の程度も分からず、その影響が判断できません。
　同社は実際その問題に直面したことから、もの
づくり補助金を活用し、ドラム缶の塗装をはがす
ショットブラストを導入。原缶のラベルや旧塗膜
を除去し、再塗装の固着力を高めることでこの問
題をクリアしました。輸入ドラム缶は板厚が薄い
ためブラスト時に缶が変形するなどの問題もあり
ましたが、投射材（鉄の粒）の選定、速度の調整
など実験を繰り返し最適な装置に仕上げました。

　「陸路で日本から
ヨーロッパへの輸
出が増えれば、再
生ドラム缶の需要
も高まる」。久保田
社長は日本の農産
物の輸出増加に期
待しています。

ʣࢢձࣾʢদຊࣜגۀثอా༰ٱ

久保田容器工業株式会社
　　ද　දऔక　ٱอాम
　　業　1963（ত38）年3月
資 ຊ ۚ　1000ສԁ
ຊ　　社　দຊࢢլ5960
　　　　　TEL.0263-26-1232　FAX.0263-26-9036
、ੜ、ۚଐ製製造࠶؈スνール・؈業༰　 υラϜࣄ

発๐スνϩール༰ث製造なͲ

食品関係に特化し国内外の缶を再生。
資源リサイクルと環境配慮で需要高まる。

18リットル缶の再生工程

板金工程

再生されたドラム缶

ショットブラスト
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長野県働き方改革
推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃
金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題につい
て、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：働き方改革推進支援センター

長野産業保健総合支援
センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：産業保健総合支援センター

長野県よろず支援拠点 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる
課題について、専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：よろず支援拠点

長野県中小企業団体
中央会

商工会議所

商工会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、
中小企業・小規模事業者の取組を支援します。
▶検索ワード：都道府県中央会

▶検索ワード：全国の商工会議所一覧

▶検索ワード：全国各地の商工会 サーチ

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や
就職面接会などを実施しています。
▶検索ワード：ハローワーク

長野県医療勤務環境
改善支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の
ニーズに応じて、総合的なサポートをします。
▶検索ワード：いきサポ

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
▶検索ワード：労働基準監督署

長野労働局
【パートタイム労働者、有期雇用
労働者関係】
雇用環境・均等室

【派遣労働者関係】
需給調整事業室

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応
じます。
▶検索ワード：都道府県労働局

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

相 談 窓 口 の ご 案 内

法
律
に
つ
い
て

課
題
解
決
の
支
援

長野労働局 雇用環境・均等室
長野市中御所 － －
ＴＥＬ ＦＡＸ
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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
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毎 月 8 日 は
「信州地酒で乾杯の日」です

　平成27年12月17日「信州の地酒（※）普及促進・乾杯条例」
が施行されました。この乾杯条例は、酒造りに適した気候
風土のもと、銘酒が多く製造される信州において、県民が
正しい知識をもって個人の嗜好を尊重した地酒で乾杯する
ことを通じ、地域資源である地酒の一層の普及をすすめ、
地域の活性化を図ることを目指して制定されました。
　また、この乾杯条例に基づき平成28年12月８日に、毎
月８日は「信州地酒で乾杯の日」が制定されています。これ
は、８の字が乾杯の際の杯やグラスを重ね合わせる形を連
想させることから、毎月８日を「信州地酒で乾杯の日」とし
て、信州の地酒での乾杯促進と消費拡大を進めるために定
められたものです。
　まずは毎月８日の乾杯の日から、そして日々の乾杯も「信
州地酒で乾杯！」していきましょう。信州地酒のある食卓
を通じて、信州の豊かさを家族や仲間と共有しませんか。

※地酒：長野県で製造される清酒、ワイン、ビール、その他の酒類

長野県産業労働部  ものづくり振興課  日本酒・ワイン振興室
TEL 026-235-7126　FAX 026-235-7197　E-mail jizake@pref.nagano.lg.jp

URL http://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/

飲酒は20歳になってから／妊娠中や授乳期の飲酒は避けましょう／
飲酒運転は法律で禁止されています／お酒はおいしく適量を／飲んだあとはリサイクル
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